
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１２６号 

事故等種類 漁具損傷 

発生日時 平成２４年６月２３日 ００時００分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市下真島北西方沖 

 丸亀市所在の丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位３０１°１.０５

海里付近 

 （概位 北緯３４°１８.８′ 東経１３３°４５.０′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第十一丸
まる

住
すみ

丸、４９９トン 

  １３５５２６、丸住ライン株式会社 

Ｂ 漁船 第二白
はく

竜
りゅう

丸、２.５トン 

   ＫＡ３－２８４６０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板員Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網切断 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか４人が乗り組み、紙製品約１,２

００ｔを積載して船首約３.２ｍ、船尾約４.１ｍの喫水となり、平成

２４年６月２２日２３時４５分ごろ甲板員Ａが単独の船橋当直に就

き、１１～１２ノットの対地速力で自動操舵により丸亀市沖の備讃瀬

戸南航路外側を東北東進した。 

 甲板員Ａは、船首方に接近する漁船を認めて自動操舵でわずかに左

へ変針し、漁船を正面に見るようになって更に左へ変針したところ、

平成２４年６月２３日００時００分ごろ、Ａ船が、Ｂ船の流し網に接

触して同網が損傷した。 

 Ｂ船は、下真島北西方沖の海面に長さ約６５０ｍのさわら流し網を

南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識灯、南端に緑色の標識灯を表

示し、網の近くに漂泊していたところ、船長Ｂが、約３００ｍ西方に

さわら流し網に進入する針路で接近するＡ船を認め、網の存在を知ら

せるために赤色全周灯、航海灯及び黄色回転灯を点灯し、Ａ船に懐中

電灯のライトを照射しながら接近したが、Ａ船がＢ船のさわら流し網

の上を航行した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 



 

 海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 甲板員Ａは、瀬戸内海での運航経験が豊富であったが、丸亀市沖の

備讃瀬戸南航路外側を航行した経験がなく、さわら流し網の操業方法

を知らなかった。 

甲板員Ａは、６月９日に臨時の船員で乗船した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は東北東進中、Ｂ船は漂泊してさわら流し網漁の操業中、下真

島北西方沖において、Ｂ船の流し網にＡ船が接触したものと考えられ

る。 

甲板員Ａは、操業中のさわら流し網に気付かなかったことから、Ｂ

船が接近するのを認めて左転し、Ａ船が、さわら流し網の上を航行し

て同網を損傷したものと考えられる。 

船長Ｂは、操業中のさわら流し網に進入する針路で航行するＡ船を

認め、網の存在を知らせようとして懐中電灯のライトを照射しなが

ら、Ａ船に接近したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、下真島北西方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ

船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、甲板員Ａが操業中のさわら流

し網に気付かなかったため、Ａ船がさわら流し網の上を航行したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、夜間、操業中の漁船の網を見落とさないよう、適

切な見張りを行うこと。 

・船長は、新しく乗船した乗組員と意思の疎通を図り、運航経路に

おける漁船の特殊な操業方法等の注意すべき情報を共有し、安全

運航に努めること。 

 




